
別紙「審査得点の合計が同点だった場合」

１ 最高得点者のうち、審査得点が高い方を１位とし、１位とした者が多い方を事業候補

者とする。

例

※上記例の場合、○○クラブの得点が高い委員が３人、△△会社の得点が高い委員が２人

となるため、○○クラブを事業候補者とする。

２ １においてどちらも同人数だった場合は、各委員が１位とした者の点数を合計し、合

計が高い者を事業候補者とする。

例

※ ○○クラブを１位とした委員の合計点数が１８０点、△△会社を１位とした委員の合

計点が１８５点となるため、△△会社を事業候補者とする。

３ ２においても同点だった場合は、委員長の審査得点が高い者を事業候補者とする。

事業者名 委員Ａ 委員Ｂ 委員Ｃ 委員Ｄ 委員Ｅ 合計

○○クラブ ９０ ８０ ８５ ９５ ７０ ４２０

△△会社 ８５ ７０ ９５ ９０ ８０ ４２０

事業者名 委員Ａ 委員Ｂ 委員Ｃ 委員Ｄ 委員Ｅ 合計

○○クラブ ８５ ８５ ８５ ９５ 欠 ３５０

△△会社 ９０ ７５ ９５ ９０ 欠 ３５０

事業者名 委員Ａ 委員Ｂ 委員Ｃ 委員Ｄ 委員Ｅ 合計

○○クラブ ８５ ９５ 欠 １８０

△△会社 ９０ ９５ 欠 １８５


